
 

 

 

令和４年 №55 

○国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事務取扱規則の一部を改正する規則の制定 

 

制定理由 

国立大学法人法東京学芸大学会計規程（平成16年規程第43号）の一部改正による資金計画の廃

止に伴い，所要の改正を行うものである。 

 

 

 

  



 

国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事務取扱規則の一部を改正する規則を次のように

制定する。 

 

  令和４年12月23日 

                        国立大学法人東京学芸大学長 

                                國 分  充 

 

令和４年規則第30号 

国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事務取扱規則の一部を改正する規則 

  

 

 国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事務取扱規則（平成16年規則第29号）の一部につ

いて，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事務取扱規則の一部改正について 

 

   改正理由：国立大学法人法東京学芸大学会計規程（平成16年規程第43号）の一部改正による資金計画の廃止に伴い，所要の改正を行うものである。 

改        正 現        行 
 

   〔省略〕 

 

第２章 予算 

 （予算実施計画等） 

第１０条 学長は，会計規程第11条に規定する予算実施計画及び収支計画を，予

算実施計画表（第11号様式）及び収支計画表（第12号様式）により作成するも

のとする。 

（予算の流用） 

第１１条 〔省略〕 

２ 契約担当役は，前項に規定する予算の流用の報告を行うときは，流用の理由

，金額及び積算の基礎を明らかにした予算流用報告書（第13号様式）を作成し

なければならない。 

３ 〔省略〕 

４ 学長は，予算の流用を承認したときは，予算流用承認書（第13－１号様式）

を契約担当役に通知するとともに，その写しを出納命令役に送付するものとす

る。 

 （予算の繰越し） 

第１２条 契約担当役は，会計規程第14条に規定する予算の繰越しの承認を受け

ようとするときは，当該事業年度末までに，繰越しする事項，繰越しの理由及

び金額を明らかにした予算繰越申請書（第14号様式）を学長に提出しなければ

ならない。 

２ 学長は，前項の予算の繰越しを承認したときは，予算繰越承認書（第15号様

式）を契約担当役に通知するとともに，その写しを出納命令役に送付するもの

とする。 

  

   〔省略〕 

 

 （資金前渡役の設置） 

第２１条 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

第２章 予算 

 （予算実施計画等） 

第１０条 学長は，会計規程第11条に規定する予算実施計画，収支計画及び資金

計画を，予算実施計画表（第11号様式），収支計画表（第12号様式）及び資金

計画表（第13号様式）により作成するものとする。 

（予算の流用） 

第１１条 〔省略〕 

２ 契約担当役は，前項に規定する予算の流用の報告を行うときは，流用の理由

，金額及び積算の基礎を明らかにした予算流用報告書（第14号様式）を作成し

なければならない。 

３ 〔省略〕 

４ 学長は，予算の流用を承認したときは，予算流用承認書（第14－１号様式）

を契約担当役に通知するとともに，その写しを出納命令役に送付するものとす

る。 

 （予算の繰越し） 

第１２条 契約担当役は，会計規程第14条に規定する予算の繰越しの承認を受け

ようとするときは，当該事業年度末までに，繰越しする事項，繰越しの理由及

び金額を明らかにした予算繰越申請書（第15号様式）を学長に提出しなければ

ならない。 

２ 学長は，前項の予算の繰越しを承認したときは，予算繰越承認書（第16号様

式）を契約担当役に通知するとともに，その写しを出納命令役に送付するもの

とする。 

  

   〔省略〕 

 

 （資金前渡役の設置） 

第２１条 〔省略〕 



 (1)～(3) 〔省略〕 

２ 〔省略〕 

３ 学長は，資金前渡役を設置する場合は，資金前渡役通知書（第16号様式）に

よりその旨を出納命令役に対して通知しなければならない。 

４・５ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 （前渡資金の請求） 

第２３条 資金前渡役は，前渡資金請求書（第17号様式）を当該経費を必要とす

る月の前月の20日までに，出納命令役に提出しなければならない。ただし，緊

急の場合は，この限りでない。 

 （前渡資金の交付） 

第２４条 出納命令役は，前条の規定により資金の請求があったときは，その内

容を審査の上，必要と認めた資金を出納役に前渡しさせるとともに，決定した

金額を第18号様式による前渡資金交付書により，資金前渡役に通知するものと

する。 

 （前渡資金の報告） 

第２５条 資金前渡役は，支払いをした経費について，前渡資金収支報告書（第

19号様式）を作成し，第31条第１項で定める預金残高証明書（ただし，現金を

手許保管だけで処理した場合には不用）及び第33条で定める証拠書類を添付し

て，業務終了後速やかに出納命令役に提出するものとする。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 （亡失等の報告） 

第３２条 出納役等は，その保管に係る現金及び有価証券について，亡失又は毀

損の事実を発見したときは，直ちにその原因，種類，金額，状況，発見後の措

置等を調査し，出納命令役に現金等の亡失・毀損に関する報告書（第20－１号

様式）を提出しなければならない。 

２ 出納命令役は，前項の報告書に基づき，亡失等についての回復の見込み，今

後の対策等について検討し，当該現金等の亡失・毀損に関する報告書（第20－

２号様式）を，速やかに学長に提出しなければならない。 

  

 (1)～(3) 〔省略〕 

２ 〔省略〕 

３ 学長は，資金前渡役を設置する場合は，資金前渡役通知書（第17号様式）に

よりその旨を出納命令役に対して通知しなければならない。 

４・５ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 （前渡資金の請求） 

第２３条 資金前渡役は，前渡資金請求書（第18号様式）を当該経費を必要とす

る月の前月の20日までに，出納命令役に提出しなければならない。ただし，緊

急の場合は，この限りでない。 

 （前渡資金の交付） 

第２４条 出納命令役は，前条の規定により資金の請求があったときは，その内

容を審査の上，必要と認めた資金を出納役に前渡しさせるとともに，決定した

金額を第19号様式による前渡資金交付書により，資金前渡役に通知するものと

する。 

 （前渡資金の報告） 

第２５条 資金前渡役は，支払いをした経費について，前渡資金収支報告書（第

20号様式）を作成し，第31条第１項で定める預金残高証明書（ただし，現金を

手許保管だけで処理した場合には不用）及び第33条で定める証拠書類を添付し

て，業務終了後速やかに出納命令役に提出するものとする。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 （亡失等の報告） 

第３２条 出納役等は，その保管に係る現金及び有価証券について，亡失又は毀

損の事実を発見したときは，直ちにその原因，種類，金額，状況，発見後の措

置等を調査し，出納命令役に現金等の亡失・毀損に関する報告書（第21－１号

様式）を提出しなければならない。 

２ 出納命令役は，前項の報告書に基づき，亡失等についての回復の見込み，今

後の対策等について検討し，当該現金等の亡失・毀損に関する報告書（第21－

２号様式）を，速やかに学長に提出しなければならない。 

  



   〔省略〕 

  

   第５章 報告及び決算 

 （月次報告） 

第３６条 会計規程第39条第２項に規定する合計残高試算表の様式は，第21号様

式とする。 

 （年度末決算） 

第３７条 〔省略〕 

２ 前項で作成する書類の様式（附属明細書，事業報告書及び決算報告書を除く

。）は，次に掲げるとおりとする。 

 (1) 貸借対照表 第22号様式 

 (2) 損益計算書 第23号様式 

 (3) 利益の処分又は損失の処理に関する書類 第24－１号様式，第24－２号様

式 

 (4) キャッシュ・フロー計算書 第25号様式 

 (5) 国立大学法人業務実施コスト計算書 第26号様式 

３ 〔省略〕 

  

   〔省略〕 

 

 （検査書の作成等） 

第４２条 検査員は，帳簿及び金庫を検査したときは，検査書（第27号様式）を

２部作成し，本人及び前条の規定により立ち会った者が記名した上で，１通を

当該出納役又は出納員に交付し，他の１通を学長に提出しなければならない。 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

  

   第５章 報告及び決算 

 （月次報告） 

第３６条 会計規程第39条第２項に規定する合計残高試算表の様式は，第22号様

式とする。 

 （年度末決算） 

第３７条 〔省略〕 

２ 前項で作成する書類の様式（附属明細書，事業報告書及び決算報告書を除く

。）は，次に掲げるとおりとする。 

 (1) 貸借対照表 第23号様式 

 (2) 損益計算書 第24号様式 

 (3) 利益の処分又は損失の処理に関する書類 第25号様式 

  

(4) キャッシュ・フロー計算書 第26号様式 

 (5) 国立大学法人業務実施コスト計算書 第27号様式 

３ 〔省略〕 

  

   〔省略〕 

 

 （検査書の作成等） 

第４２条 検査員は，帳簿及び金庫を検査したときは，検査書（第28号様式）を

２部作成し，本人及び前条の規定により立ち会った者が記名した上で，１通を

当該出納役又は出納員に交付し，他の１通を学長に提出しなければならない。 

 

   〔省略〕 

 

第１３号様式（第10条） 

 

年度 資金計画表 

（単位：百万円） 

区            分 金    額 

 

資金支出 

 



 

 

 

 

 

 

第１３号様式（第11条第２項） 

 

予算流用報告書 

 

   〔省略〕 

 

第１３－１号様式（第11条第４項） 

 

予算流用承認書 

 

   〔省略〕 

 

第１４号様式（第12条） 

 

予算繰越申請書 

 

   〔省略〕 

 

第１５号様式（第12条第２項） 

 

予算繰越承認書 

 

   〔省略〕 

 

第１６号様式（第21条第３項） 

 

資金前渡役通知書 

 

 

 

資金収入 

 

 

 

第１４号様式（第11条第２項） 

 

予算流用報告書 

 

   〔省略〕 

 

第１４－１号様式（第11条第４項） 

 

予算流用承認書 

 

   〔省略〕 

 

第１５号様式（第12条） 

 

予算繰越申請書 

 

   〔省略〕 

 

第１６号様式（第12条第２項） 

 

予算繰越承認書 

 

   〔省略〕 

 

第１７号様式（第21条第３項） 

 

資金前渡役通知書 

 



   〔省略〕 

 

第１７号様式（第23条） 

 

前渡資金請求書 

 

   〔省略〕 

 

第１８号様式（第24条） 

 

前渡資金交付書 

 

   〔省略〕 

 

第１９号様式（第25条第１項） 

    年  月  日 

 

前渡資金収支報告書 

 

   〔省略〕 

 

第２０－１号様式（第32条第１項） 

 

亡 失 

現金等の    に関する報告書 

毀 損 

 

   〔省略〕 

 

第２０－２号様式（第32条第２項） 

 

亡 失 

現金等の    に関する報告書 

毀 損 

 

   〔省略〕 

 

第１８号様式（第23条） 

 

前渡資金請求書 

 

   〔省略〕 

 

第１９号様式（第24条） 

 

前渡資金交付書 

 

   〔省略〕 

 

第２０号様式（第25条第１項） 

    年  月  日 

 

前渡資金収支報告書 

 

   〔省略〕 

 

第２１－１号様式（第32条第１項） 

 

亡 失 

現金等の    に関する報告書 

毀 損 

 

   〔省略〕 

 

第２１－２号様式（第32条第２項） 

 

亡 失 

現金等の    に関する報告書 

毀 損 

 



   〔省略〕 

 

第２１号様式（第36条） 

 

合計残高試算表 

 

   〔省略〕 

 

第２２号様式（第37条第2項） 

 

貸借対照表 

 

   〔省略〕 

 

第２３号様式（第37条第2項） 

 

損益計算書 

 

   〔省略〕 

 

第２４－１号様式（第37条第2項） 

利益の処分に関する書類 

 

   〔省略〕 

 

第２４－２号様式（第37条第2項） 

 

損失の処理に関する書類 

 

   〔省略〕 

 

第２５号様式（第37条第2項） 

 

キャッシュ・フロー計算書 

 

   〔省略〕 

 

第２２号様式（第36条） 

 

合計残高試算表 

 

   〔省略〕 

 

第２３号様式（第37条第2項） 

 

貸借対照表 

 

   〔省略〕 

 

第２４号様式（第37条第2項） 

 

損益計算書 

 

   〔省略〕 

 

第２５－１号様式（第37条第2項） 

利益の処分に関する書類 

 

   〔省略〕 

 

第２５－２号様式（第37条第2項） 

 

損失の処理に関する書類 

 

   〔省略〕 

 

第２６号様式（第37条第2項） 

 

キャッシュ・フロー計算書 

 



   〔省略〕 

 

第２６号様式（第37条第2項） 

 

国立大学法人業務実施コスト計算書 

 

   〔省略〕 

 

第２７号様式（第42条） 

 

検査書 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

１ この規則は，令和４年12月23日から施行する。 

２ 第 10 条の改正規定中資金計画の作成に係る改正部分は，令和４年度予算から

適用する。 

 

   〔省略〕 

 

第２７号様式（第37条第2項） 

 

国立大学法人業務実施コスト計算書 

 

   〔省略〕 

 

第２８号様式（第42条） 

 

検査書 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 


